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第１章 

計画の概要 
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１ 「東郷町地域福祉グランドデザイン」について 

「東郷町地域福祉グランドデザイン」とは、東郷町（以下「本町」という。）において「地域共生

社会」を実現するための福祉分野における指針となる計画です。 

地域福祉や福祉施策を進めていくに当たって、関係機関や住民の皆さんと現状や目指すべき方向、

今後やるべきことを共有し、共に推進していくためのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域共生社会とは 

地域住民や地域の多様な主体が世代や分野を越えてつながることにより、住民一人一人の暮らし

と生きがい、地域を共に創っていく社会のことです。 

 

地域福祉とは 

年齢や障がいの有無に関わらず、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるように、地域住民や

社会福祉関係者などが互いに協力し、地域の福祉課題の解決に向けた取組を行うことです。 

地域福祉の主体となるのは、地域に関わる全ての人です。地域福祉を推進するためには、行政や

社会福祉施設などによる福祉サービスの提供だけでなく、支援が必要な人への見守り、手助けとい

った地域の人々による支え合いが必要です。 

 

グランドデザインとは 

直訳すると「壮大な設計図」や「全体構想」を意味します。また、国籍、年齢といった属性だけ

でなく、考え方や趣味・嗜好が異なる、十人十色の個性を持った人が暮らす地域において、誰もが

それぞれの持つ色で輝く色とりどりの地域共生社会を住民の皆さんと共に「デザイン」していきた

いという想いを込めています。 
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２ 計画策定の背景と目的 

近年、少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、ライフスタイルや価値観の多様化、また、隣近

所のつながりの希薄化など社会状況の変化に伴い、地域社会を取り巻く環境は大きく変化していま

す。更に、団塊の世代が後期高齢者となる「2025 年問題」や、団塊ジュニア世代が高齢者となり、

生産年齢人口が激減する「2040 年問題」といった高齢者にまつわる社会問題も顕在化し、高齢化

はとどまることなく進んでいます。 

こうした社会状況を背景に、8050 問題、ダブルケア、ヤングケアラーの問題などの複雑化・複

合化する課題を抱えた世帯、ひきこもりや社会的孤立などの既存の支援制度の対象とならない制度

の狭間の問題など様々な課題が顕在化しており、その解決が求められています。 

国では、平成 30（2018）年４月施行の改正社会福祉法において、住民一人一人がつながり、

地域を共に創っていく「地域共生社会」の実現を目指し、「我が事」、「丸ごと」の地域福祉推進の理

念が示されました。 

また、令和３（2021）年４月施行の改正社会福祉法では、相談支援、参加支援及び地域づくり

に向けた支援を一体的に実施し、「断らない相談支援」を実現するための「重層的支援体制整備事

業」が創設されました。それにより、行政内の横の連携を強化し、福祉制度を活用した包括的な支

援体制を構築していくことが重要となっています。 

本町では、令和２（2020）年３月に「第１次東郷町地域福祉グランドデザイン」（以下「前計

画」という。）を策定し、地域における支え合いの仕組みづくりや包括的な支援体制づくりなど、地

域共生社会の実現に向けた取組を推進してきました。 

このたび、前計画の計画期間が令和７（2025）年度で終了することから、前計画に基づいた取

組を検証し、地域社会を取り巻く変化や、それに伴う新たな課題への対応、そしてさらなる地域福

祉施策の充実を図ることを目的に、令和８（2026）年度からの６年間を計画期間とする「第２次

東郷町地域福祉グランドデザイン」（以下「本計画」という。）を策定します。 

■近年の主な国の動き 

年月・法律等 概要 

令和３(2021)年４月 

「地域共生社会の実現
のための社会福祉法等
の一部を改正する法
律」施行 

「改正社会福祉法」が令和３（2021）年４月から施行されたことにより、地域住民の複雑化・

複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するための、市町村において属

性を問わない「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施する重層

的支援体制整備事業が創設されました。 

令和４(2022)年 10月 

「第４次自殺総合対策
大綱」閣議決定 

コロナ禍の自殺の動向も踏まえつつ、これまでの取組の充実に加えて、こども・若者の自殺

対策のさらなる推進・強化、女性に対する支援の強化、地域自殺対策の取組強化、総合的な

自殺対策のさらなる推進・強化の４つの柱に取り組むこととされています。 

令和５(2023)年３月 

「第二次再犯防止推進
計画」閣議決定 

「再犯防止推進計画（第一次）」を発展させ、再犯防止施策のさらなる推進を図るため、令

和５（2024）年３月「第二次再犯防止推進計画」が閣議決定されました。就労・居住の確保

や保健医療・福祉サービスの利用の促進などの７つの重点課題が位置付けられており、96の

具体的施策が盛り込まれています。 

令和６(2024)年４月 

「孤独・孤立対策推進
法」施行 

国及び地方において総合的な孤独・孤立対策に関する施策を推進するため、その基本理念や

国等の責務、施策の基本となる事項、国及び地方の推進体制等について定められました。 

令和６(2024)年６月 

「改正子ども・若者育
成支援推進法」施行 

国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象にヤングケアラー（家族の介護その他の日

常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者）が明記され、ヤングケアラ

ーへの支援の普及が図られることとなりました。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、社会福祉法第 107 条に基づく「市町村地域福祉計画」及び同法第 109 条の規定に

基づく「地域福祉活動計画」を一体的に策定するものです。また、本計画の一部は以下の３つの計

画としても位置付けます。 

●「自殺対策基本法」第 13 条第２項に基づき策定する「市町村自殺対策計画」 

●「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第 14 条第１項に基づき策定する「市町村成年後見

制度利用促進基本計画」 

●「再犯の防止等の推進に関する法律」第８条第１項に基づき策定する「地方再犯防止推進計画」 

更に、東郷町総合計画を上位計画とし、その基本理念や将来像、施策に掲げる目標を踏まえてい

ます。同時に、各種関連計画（東郷町障がい福祉ビジョン、東郷町子ども・子育て支援事業計画、

東郷町高齢者福祉計画、いきいき東郷 21 等）を横断的に繋ぐと共に、すき間をうめる役割を担っ

ています。 

■計画の位置付け 
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計
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重層的支援体制整備事業実施計画(策定予定)
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４ 計画期間 

本計画の計画期間は、令和８（2026）年度から令和 13（2031）年度までの６年間とします。 

■計画の期間 

 令和 
７年度 
(2025) 

令和 
８年度 
(2026) 

令和 
９年度 
(2027) 

令和 
10年度 
(2028) 

令和 
11年度 
(2029) 

令和 
12年度 
(2030) 

令和 
13年度 
(2031) 

令和 
14年度 
(2032) 

東郷町総合計画 

        

第６次 第７次 

        

東郷町地域福祉グランドデザイン 
（地域福祉計画・地域福祉活動計画・自

殺対策計画、成年後見制度利用促進計

画、再犯防止推進計画） 

        

第１次 第２次 第３次 

        

東郷町障がい福祉ビジョン 
（障がい者計画） 

        

第５次 第６次 

        

東郷町障がい福祉ビジョン 
（障がい福祉計画） 

        

第７期 第８期 第９期 

        

東郷町障がい福祉ビジョン 
（障がい児福祉計画） 

        

第３期 第４期 第５期 

        

東郷町高齢者福祉計画 
（老人福祉計画・介護保険事業計画） 

        

第９期 第 10 期 第 11 期 

        

東郷町子ども・子育て支援事業計画 
（子ども・子育て支援事業計画、行動計

画） 

        

第３期 第４期 

        

いきいき東郷 21 
（健康増進計画・食育推進計画） 

        

第３次 
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５ 地域福祉における「地域」の範囲 

生活上の様々な課題を解決し、地域で自分らしく安心して暮らし続けていくためには、行政によ

る福祉サービスの提供だけでなく、住民を始め「地域」に関わる全ての人が互いに支え合い、活動

していくことが不可欠です。 

「地域」の範囲は、活動の内容やサービスの内容などによって、様々な枠組みがあります。本計

画では、各圏域を構成する様々な主体がそれぞれの役割を果たしながら、相互に連携・協働できる

よう、下図の６つの層に分けて重層的に「地域」の範囲を設定し、仕組みづくりを進めます。 

 

■本計画における「地域」の範囲  

４ 

 

広域 
県、近隣市町、 

尾張東部権利擁護支援センター、瀬戸保健所 

町全域 
町役場、社会福祉協議会、 

障がい者相談支援センター、 

尾張福祉相談センター、こども家庭センター 

日常生活圏域 

（北部・南部） 
地域包括支援センター、ＣＳＷ、 

ＳＣ（生活支援コーディネーター） 

小学校区 
児童館 

自治会 

民生委員・児童委員 

 

広
域 

小
地
域 

隣近所 
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第２章 

東郷町の現状と課題 
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１ 統計データからみる現状・課題 

  

❷世帯の状況 

世帯数は増加していますが、１世帯当たりの人

員数は減少しています。 

■世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

14,051 15,471 16,379 17,872 18,871

2.80 2.69
2.60 2.47 2.33

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成17

(2005)年

平成22

(2010)年

平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

(１世帯当たり人員)(世帯)

世帯数 １世帯当たり人員

❶人口の状況 

人口は、令和７（2025）年で 43,903 人となっており、令和２（2020）年までは増加

していましたが、その後減少に転じています。年齢３区分別構成比をみると、少子高齢化が

進行しています。 

■総人口の推移                   ■年齢３区分別構成比 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

※令和 22(2040)年のみ国立社会保障・人口問題研究所（令和５(2023)年推計） 

生産年齢人口 

15～64歳 

老年人口 

65 歳以上 

年少人口 

０～14歳 

❸外国人住民の状況 

外国人住民は増加しており、５年

間で約 1.24 倍となっています。ま

た、構成する国籍にも変化がみられ

ます。 

■外国人住民人口 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民課（各年 12 月 31 日現在） 

❹出生の状況 

合計特殊出生率は、全国や県を上回って

いますが、人口維持に必要な 2.07 を下回

っています。 

■合計特殊出生率（平成30(2018)年～令和４(2022)年） 

 

 
 

 
 
 
 

資料：人口動態保健所・市区町村別統計 

❺少子高齢化の状況 

令和７（2025）年は「約３人で１人の高

齢 者 を 支 え る 」 時 代 で す が 、 令 和 22

（2040）年には「約２人で１人の高齢者

を支える」時代が来ると推計しています。 

 

 

 

 
 

 

※高齢者１人を支える人数は 15～64 歳人口を 65 歳以上人口で除して算出 

資料：住民基本台帳、国立社会保障・人口問題研究所（令和５(2023)年推計） 

13.8％ 

63.3％ 

22.9％ 

平成17 
(2005)年 

令和７ 
(2025)年 

17.3％ 

69.6％ 

13.1％ 

1,358人 

上位３位 

❶中国 

337人 

❷ベトナム 
249人 

❸ブラジル 
213人 

1,689人 

上位３位 

❶ベトナム 
599人 

❷フィリピン 
212人 

❸中国 
194人 

令和元(2019)年 令和６(2024)年 

東郷町 

1.53 

全国 

1.33 

愛知県 

1.44 

令和22 
(2040)年 

12.7％ 

56.6％ 

30.7％ 

合計特殊出生率とは、15～49歳までの女性の年齢
別出生率を合計したもので、統計上、一人の女性
が一生の間に出産する子どもの数を示す指標。 

令和７(2025)年 令和22(2040)年 

2.8人で 

高齢者１人 

を支える 

1.8人で 

高齢者１人 

を支える 
（推計） 

39,334 41,587 42,596 44,057 43,903

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成17

(2005)年

平成22

(2010)年

平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

（人）

①情報量について 
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❽地域の状況 

地区によって、人口規模や高齢化率に違いがみられます。 

■各行政区の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（令和７(2025)年３月 31 日現在） 

※民生委員定数のみ福祉課 

⑮ 諸輪 
総 人 口：3,371 人 
世 帯 数：1,424 世帯 
高齢化率：27.0％ 
民生委員定数：３人 

➀ 和合 
総 人 口：3,449 人 
世 帯 数：1,461 世帯 
高齢化率：19.0％ 
民生委員定数：３人 

⑭ 傍示本 
総 人 口：3,137 人 
世 帯 数：1,296 世帯 
高齢化率：25.7％ 
民生委員定数：３人 

⑰ 祐福寺 
総 人 口：2,275 人 
世 帯 数：1,085 世帯 
高齢化率：32.1％ 
民生委員定数：３人 

⑯ 部田 
総 人 口：1,152 人 
世 帯 数：514 世帯 
高齢化率：28.2％ 
民生委員定数：２人 

③ 白土 
総 人 口：4,880 人 
世 帯 数：1,932 世帯 
高齢化率：19.5％ 
民生委員定数：４人 

⑦ 和合ケ丘 
総 人 口：2,666 人 
世 帯 数：1,105 世帯 
高齢化率：27.9％ 
民生委員定数：４人 

⑬ 諸輪住宅 
総 人 口：488 人 
世 帯 数：255 世帯 
高齢化率：38.3％ 
民生委員定数：２人 

⑩ 白鳥 
総 人 口：3,215 人 
世 帯 数：1,353 世帯 
高齢化率：24.9％ 
民生委員定数：３人 

⑪ 御岳 
総 人 口：2,369 人 
世 帯 数：1,011 世帯 
高齢化率：32.2％ 
民生委員定数：２人 

⑱ 春木台 
総 人 口：3,112 人 
世 帯 数：1,333 世帯 
高齢化率：22.8％ 
民生委員定数：３人 

⑨ 押草団地南 
総 人 口：1,028 人 
世 帯 数：597 世帯 
高齢化率：34.9％ 
民生委員定数：２人 

⑧ 押草団地北 
総 人 口：1,205 人 
世 帯 数：732 世帯 
高齢化率：31.5％ 
民生委員定数：２人 

⑫ 北山台 
総 人 口：3,386 人 
世 帯 数：1,478 世帯 
高齢化率：20.3％ 
民生委員定数：３人 

② 西白土 
総 人 口：1,269 人 
世 帯 数：573 世帯 
高齢化率：24.8％ 
民生委員定数：２人 

⑥ 清水 
総 人 口：2,148 人 
世 帯 数：927 世帯 
高齢化率：11.6％ 
民生委員定数：２人 

⑤ 兵庫 
総 人 口：2,424 人 
世 帯 数：916 世帯 
高齢化率：8.9％ 
民生委員定数：２人 

④ 三ツ池 
総 人 口：2,329 人 
世 帯 数：879 世帯 
高齢化率：10.9％ 
民生委員定数：２人 

❻支援が必要な人の状況 

要支援・要介護認定者数、障害者手帳所

持者数、生活保護被保護世帯・被保護人員

は増加しています。 

 

 

 
資料：高齢支援課（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年３月 31 日現在） 

 

 

 

 

資料：福祉課（各年３月 31 日現在） 

要支援・要介護認定者 
令和２(2020)年      令和６(2024)年 

1,504 人               1,704 人 

障害者手帳所持者 
令和２(2020)年      令和６(2024)年 

1,715 人               1,913 人 

生活保護被保護世帯及び被保護人員 
令和２(2020)年      令和６(2024)年 

79世帯                   89世帯 

104人                   106人 

❼自治会加入率の状況 

自治会加入率は減少傾向にあり、令和７

（2025）年で 62.0％となっています。 

■自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域協働課（各年７月 31 日現在） 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 
⑪ 

⑫ 

⑮ 

⑭ 

⑬ 

⑱ 

⑯ 

⑰ 

76.0
73.0

62.0

50.0

60.0

70.0

80.0

平成27

(2015)年

令和２

(2020)年

令和７

(2025)年

（％）
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❾自死の状況 

本町の自殺者数は増減しながら推移しており、令和６（2024）年には直近５年で最も多

い 11 人となっています。また、自殺死亡率は、令和４（2022）年と令和６（2024）年で

全国・愛知県と比較して高くなっています。 

■自殺による死亡者数の推移            ■自殺死亡率の推移 

                          （全国・愛知県比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：自殺の統計（厚生労働省） 

 

自殺死亡率とは、人口 10 万人
あたりの自殺者割合です。 

5
3 4

1

7

1

0
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0
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令和２
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令和４

(2022)年

令和５

(2023)年

令和６

(2024)年

（人）

男性 女性 総数

13.61

6.82

20.57

6.85

25.02

16.44
16.44

17.25

17.27

16.11

16.04

15.94
16.18

16.36

16.40

0.00
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10.00
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20.00
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令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

令和５

(2023)年

令和６

(2024)年

東郷町 全国 愛知県

＜参考＞全国の状況 

全国の自殺者数は、近年増減しながら推移しており、令和６（2024）年では 20,320

人と統計開始以降２番目に少ない数値となっています。 

自殺者数の総数は、令和５（2023）年から令和６（2024）年にかけて減少している一

方で、小中高生の自殺者が増加していることが課題となっています。特に中高生の女性で増

加しています。 

■全国の自殺者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■小中高生別自殺者数の推移（男性）    ■小中高生別自殺者数の推移（女性） 

資料：令和６年中における自殺の状況（厚生労働省） 

資料：令和６年中における自殺の状況（厚生労働省） 
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⓫再犯防止に関する状況 

愛知警察署管内の刑法犯検挙

者における再犯率は増減しなが

ら推移していますが、依然として

４～５割の高い水準で推移して

います。 

136

112
120 122 122
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76

110
93

43.8
46.7

38.8

47.4
43.3

0.0

10.0

20.0

30.0
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0

50

100
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200

平成30
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令和１

(2019)年

令和２

(2020)年

令和３

(2021)年

令和４

(2022)年

（件）

初犯者 再犯者 再犯者率

（％）

❿成年後見制度に関する状況 

本町の成年後見制度等の対象者（認知症のリスクが高まる後期高齢者や知的障がい、精神

障がいなどで判断能力が不十分な人）は増加傾向にあります。 

また、本町の首長申立ては０～３件で推移しています。 

■知的障がいのある人（療育手帳所持者）の推移   ■精神障がいのある人（精神障害保健福祉手帳所持者）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：福祉課 

■後期高齢者数の推移                ■首長申立ての実施状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳           資料：尾張東部圏域第二期成年後見制度利用促進計画 

405 456 494 531
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■愛知警察署管内における刑法犯検挙人数及び再犯者率の推移 

資料：法務省矯正局提供データ 

約1.2倍 約1.5倍 

約1.2倍 

人口減少や少子高齢化、地域のつながりの希薄化が進む一方で、困難や課題を抱える人は増加

しており、支援が必要な人や世帯を包括的に支援する体制の構築や地域全体で支え合う仕組みづくりが

求められます。また、本町では、地域ごとに資源や課題が異なるため、それぞれの実情に応じた取組を

進めることが重要です。 

課 題 
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２ アンケート調査等からみる地域福祉の現状・課題 

（１）調査等の概要 

❶アンケート調査 

本町の地域福祉に関する課題や福祉ニーズを把握し、計画策定の基礎資料とするため、アンケ

ート調査を実施しました。 

■調査概要 

区分 調査方法 調査期間 配布数 回収数 回収率 

18歳以上の町民 
郵送配布・郵送回収 

又はＷＥＢ回答 

令和６(2024)年 

12月２日～12月15日 
2,000 816 40.8％ 

民生委員・児童委員 直接配布・郵送回収 
令和６(2024)年 

12月９日～12月20日 
47 42 89.4％ 

区長・自治会長 郵送配布・郵送回収 
令和６(2024)年 

12月２日～12月15日 
18 18 100.0％ 

❷団体・支援者ヒアリングシート調査 

地域福祉に関する団体や福祉専門職などの支援者を対象に、地域福祉を取り巻く状況や課題、

福祉施策への意見等を集めるため、ヒアリングシート調査を実施しました。 

■調査概要 

区分 調査方法 調査期間 配布数 回収数 回収率 

団体・支援者  
郵送配布・郵送回収 

又はＷＥＢ回答 

令和６(2024)年 

11月11日～11月24日 
25 24 96.0％ 

❸ワークショッップ 

地域の課題や困りごとに対して、地域でどのようにつながり支え合うことができるか、また、そ

のために今後取り組むべきことを話し合い、本町で地域福祉を進めていくための足掛かりとする

ため、町民向けワークショップを実施しました。 

■実施概要 

項目 内容 

開催日時 令和７(2025)年２月 22 日（土） 10：00～12：00 

開催場所 東郷町民会館 大会議室 

参加者 23 名 

テーマ 地域の福祉課題に対して 自分たちができることを考えよう 

※ワークショップの意見は、第４章にコラムとして掲載  
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（２）結果概要 

◆結果概要について 

・前回アンケート調査は平成 31（2019）年１月に実施したものです。 

・グラフ中の「n」とは、number of cases の略で、各設問の集計対象者総数です。 

・回答結果の割合「％」は、有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位で四捨五入したも

のです。そのため、単数回答（複数の選択肢から１つの選択肢を選ぶ方式）であっても合計値が 100.0％にならない

場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

❶近所づきあいについて 

現在の近所づきあいは希薄化しており、隣近所の手助けや協力が必要な家庭の有無も

わからない人が半数以上となっています。一方で、今後、簡単なことであれば困ったとき

に相談し、助け合える近所づきあいを理想としている人が現実より多くなっています。 

■近所づきあいの状況（左：経年比較、右：現在・理想比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■隣近所に周囲の人の手助けや協力・支援が 

必要だと思われる家庭があるか 

6.6

19.0

20.2

35.4

4.9

7.7
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18.3

41.3

11.3

18.8

2.1

2.8

5.5

0％ 20％ 40％ 60％

何かで困ったときには、

相談し、助け合える

簡単なことであれば、

困ったときに相談し、助け合える

助け合いや相談はしないが、

世間話をする

世間話などはしないが、

あいさつをする

顔は知っているが、

言葉を交わすほどではない

ほとんど近所づきあいはない

不明・無回答

現在(現実)（n=816)

理想（n=816)

6.6

19.0

20.2

35.4

4.9

7.7

6.1

10.2

21.6

21.4

33.5

4.3

7.7

1.3

0％ 20％ 40％

何かで困ったときには、

相談し、助け合える

簡単なことであれば、

困ったときに相談し、助け合える

助け合いや相談はしないが、

世間話をする

世間話などはしないが、

あいさつをする

顔は知っているが、

言葉を交わすほどではない

ほとんど近所づきあいはない

不明・無回答

令和６年（n=816)

平成31年(n=788)

減
少 

増
加 

ある

13.6％

ない

30.3％
わからない

52.5％

不明・無回答

3.7％

n=816

「わからない」は 

平成 31 年と比較して

11.3 ポイント増加 

「
理
想
」
が
「
現
在
（
現
実
）」
を
上
回
る 

いざというときに助け

合ったり、困りごとを相談したり

できるようにするためには、日頃

からの関係づくりを進めていく

必要があります。 

課 題 
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❷地域福祉への関心について 

町民の地域の福祉への関心は７割に近くなっていますが、地域福祉の担い手が地域の

支え合い活動を進めるに当たっての課題としては、地域福祉活動に関わる人が少ないこ

とや地域福祉に無関心な人が多いことが挙げられています。 

■地域の福祉への関心   ■地域の助け合い・支え合い活動を推進するにあたっての課題 

                           （各上位３位） 

❸ボランティア活動等への参加について 

ボランティアや町民主体の活動、ＮＰＯ活動へ参加している人は約１割となっていま

す。一方で、今後の参加意向は、「条件によっては参加したい」と回答した人が多くなっ

ています。 

■ボランティア・町民主体の活動やＮＰＯ活動への  ■ボランティア・町民主体の活動やＮＰＯ活動への 
参加状況       今後の参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
■参加できない、またはしたくない理由（上位３位）■参加してみたい活動（上位３位） 

民生委員・児童委員（n=42） 

１ 地域福祉活動に関わる人が少ない 59.5％ 

２ 地域福祉に無関心な人が多い 47.6％ 

３ 団体・組織間の連携が乏しい 35.7％ 
 
区長・自治会長（n=18） 

１ 活動のリーダーがいない 83.3％ 

２ 地域福祉に無関心な人が多い 61.1％ 

３ 地域福祉活動に関わる人が少ない 50.0％ 

 

「とても関心がある」「ある程度関心がある」 
を合算した『関心がある』が 65.0％ 

よく

参加している

2.8％ ときどき

参加

している

8.7％
あまり参加し

たことがない

22.3％
まったく参加

したことがない

65.2％

不明・無回答

1％

n=816

ぜひ、

参加したい

2.8％

条件に

よっては

参加したい

37.7％
参加できない

34.7％

参加

したくない

22.4％

不明・無回答

2.3％

n=816

「よく参加している」「ときどき参加している」 
を合算した『参加している』が 11.5％ を合算した『参加したい』が『参加している』 

を 29 ポイント上回っている 

『参加したい』と回答した人（n=331） 

１ 地域の清掃活動 40.2％ 

２ 子どもたちの遊び相手や見守り 33.5％ 

３ 高齢者への声掛けや暮らしの見守り 32.0％ 
 

 

「参加できない」「参加したくない」と回答した人（n=466） 

１ 時間がないから 40.6％ 

２ 自分の生活のことで精一杯だから 39.7％ 

３ 興味や関心がないから 22.3％ 
 

 

町民の地域への関心を更に高めていくための働きかけが求められます。 

参加の意欲はありながらも、実際には参加につながっていない人が参加したくなる

ようなきっかけづくりと共に、仕事や家庭の事情などにより参加できない人が、無理のな

い形で関われる機会や仕組みを整え、参加につなげていくことが求められます。 

とても

関心がある

9.2％

ある程度

関心がある

55.8％

あまり関心

がない

25.7％

まったく

関心がない

3.1％

不明・無回答

6.3％

n=816

課 題 

課 題 

②情報量について 
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  ❹町民の不安や悩みと相談窓口について 

生活上の悩みや不安の相談相手は、役場等の相談窓口や社会福祉協議会などの公的な

窓口で割合が低くなっていますが、地域福祉を推進するために必要だと思う取組につい

て、身近な場所や地域での相談窓口の充実が求められています。 

■生活上の悩みや不安の相談相手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域福祉を推進するために必要だと思うこと（上位３位） 
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2.3

1.6

1.5

0％ 50％ 100％

家族や親戚

友人や知人

職場の人

相談はしない

病院や診療所

地域包括支援センター

となり近所の人

役場等の相談窓口

福祉施設や福祉サービス事業者

保育園・幼稚園・学校・児童館

1.3

1.3

1.1

0.9

0.7

0.6

0.6

0.1

2.2

1.7

0％ 50％ 100％

区・自治会の役員

その他

社会福祉協議会

子育て支援センター

趣味の会・サークル

民生委員・児童委員

障がい者相談支援センター

ボランティアやＮＰＯ等

相談相手がいない

不明・無回答

n=816

「家族や親戚」「友人や知人」など身近な人に相談している人が多く、 
中には「相談はしない」「相談相手がいない」という人もいる状況 

町民（n=816） 

１ 身近な場所や地域での相談窓口の充実 48.3％ 

２ 町民が気軽に参加し、利用できる地域ごとの福祉活動の拠点の充実 39.1％ 

３ 町民と地域福祉活動にたずさわる人とネットワークの強化 25.6％ 
 

 公的な相談窓口の割合が低い背景として、相談先の認知不足や相談しづらさが課

題として想定されます。必要な人が適切な相談先につながることができるよう、窓口の周

知や身近な相談窓口の充実、つながる仕組みづくりを進めていくことが求められます。 

❺支援団体・支援者が活動において求めていることについて 

民生委員・児童委員や団体・支援者からは、支援を必要とする人の情報提供が求められ

ています。また、人材・担い手の確保・育成などが課題となっています。 
 

■対象者の支援に向けた地域の助け合い・支え合い  ■活動を行う上で困っていること（上位３位） 

活動を推進するために必要なこと（上位３位）     

 

 

 

 

 

 

団体（n=14） 

１ 支援を必要とする人の情報が得にくい 66.7％ 

２ 新しいメンバー・職員が入らない 37.5％ 

３ 
町民に情報発信する場や機会が乏しい 29.2％ 

他の組織・団体と交流する機会が乏しい 29.2％ 
 

 

民生委員・児童委員（n=42） 

１ 支援を要する人の情報提供 47.6％ 

２ 
活動について相談できる機会の充実 33.3％ 

活動の担い手となる人材育成 33.3％ 
 

 支援を必要とする人を早期に把握し、適切な支援につなげていくためには、活動

の担い手となる人材の確保・育成や、関係者間で情報を共有する仕組みづくりが必要です。 

課 題 

課 題 
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３ 前計画の進捗状況 

前計画では、計画の進捗状況や達成度を的確に把握し、評価するため、実施目標と成果指標を設

定しました。それぞれの達成状況を４段階で判定しています。 

■評価の概要 

◎ 目標を達成している 

○ 目標は達成していないが策定時より改善している（＋２ポイント以上） 

△ 策定時と大きな変化がない（±２ポイント以内） 

× 策定時よりも悪化している（－２ポイント以上） 

 

 

基本目標１ みんなの困りごとを早期発見・予防する仕組みづくり 

小学校区ごとに地区社協を設置することを目標としていましたが、活動圏域として小学校区で

はなく自治会単位での活動が多いことや、自治会が設置する福祉委員会において、既に地区社協

の機能の一部を担っていることから、地区社協という新たな組織を作るのではなく、既存組織で

ある自治会の福祉委員会や地元サロン運営者、ボランティアなどの地域活動の担い手と共に、地

域課題の把握と解決に向けて話し合う場を作る方針へと変更しました。 

■重点プロジェクトの実施目標 

事業名 単位 策定時 目標 現状 評価 

地区社会福祉協議会の設置 設置数（学区） ０ １ ０ △ 

■成果指標 

指標 策定時 目標 現状 評価 

地域の福祉について「とても関心がある」「ある程度関心がある」 

人の割合 
65.8％ 76％ 65.0％ △ 

 

基本目標２ みんなでつなぎ・みんながつながる体制づくり 

全庁横断的な連携体制の構築に向けて、福祉分野の担当課を中心に話し合いを進めてきました。

今後は、福祉分野に限らない連携体制の構築を進めていく必要があります。 

■重点プロジェクトの実施目標 

事業名 単位 策定時 目標 現状 評価 

全庁横断的な連携体制の構築 連携体制の構築 構築 継続 継続 ○ 

■成果指標 

指標 策定時 目標 現状 評価 

「ご近所づきあい」について、「何か困ったときには、相談し、助

け合える」「簡単なことであれば、困ったときに相談し、助け合え

る」人の割合  

31.8％ 42％ 25.6％ × 
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基本目標３ 丸ごと受け止める体制づくり  

「地域包括支援センター」や「障がい者相談支援センター」の認知度は、目標値には達してい

ませんが、策定時と比較して向上しています。その他の指標については、策定時から大きな変化

がみられないため、今後更に周知・啓発の取組を強化していく必要があります。 

■成果指標 

指標 策定時 目標 現状 評価 

組織・制度の認知度  

（組織・制度について「名前も

内容も知っている」人の割合） 

社会福祉協議会 22.6％ 34％ 21.0％ △ 

地域包括支援センター 18.8％ 28％ 22.9％ ○ 

障がい者相談支援センター 14.7％ 22％ 15.4％ △ 

民生委員・児童委員制度 23.4％ 35％ 21.6％ △ 

東郷町避難行動要支援者登録制度 4.3％ 10％ 4.4％ △ 

成年後見制度 17.9％ 27％ 16.8％ △ 

 

基本目標４ 適切な福祉サービスの提供 

必要な福祉の情報の取得状況は、目標値には達していませんが、策定時と比較して情報を得ら

れている人の割合は増加しています。一方で、各福祉サービスに対する満足度は、全ての指標に

おいて策定時を下回っており、特に「子育て支援サービス」については策定時よりも 10 ポイン

ト以上減少しています。引き続き、福祉に関する情報提供の一層の充実を図ると共に、町民の多

様なニーズを的確に捉えたサービス提供の推進が求められます。 

■成果指標 

指標 策定時 目標 現状 評価 

必要な福祉の情報について、「十分に得られている」「まあまあ得

られている」人の割合 
33.9％ 50％ 38.4％ ○ 

・障がい者（児）への福祉サービス 

・高齢者への福祉サービス 

・子育て支援サービス 

について、「満足」「やや満足」

の人の割合 

障がい者（児）への福祉サービス 12.2％ 22.2％ 10.2％ △ 

高齢者への福祉サービス 18.2％ 28.2％ 16.3％ △ 

子育て支援サービス 30.2％ 40.2％ 17.6％ × 

※各サービスの満足度は、東郷町住民意向調査から抜粋。（策定時：平成 30(2018)年度調査(集計数：2,085）、現状：

令和６年(2024)年調査(集計数：722)） 
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基本目標５ 見守り・支え合う体制の充実～合言葉は「ありがとう」「お互いさま」～ 

高齢者の支援の「受け手」「支え手」を越えた関係づくりとして、町が助成金を交付して活動す

る活動団体数が目標値を越えて増加しています。一方で、障がいのある人の支援の「受け手」、

「支え手」を越えた関係づくりとして、町が助成金を交付して活動する活動団体数には変化がな

く、今後障がいのある人が団体として活動しやすくなるよう、さらなる工夫が必要となります。 

■重点プロジェクトの実施目標 

事業名 単位 策定時 目標 現状 評価 

障がいのある人の支援の「受け手」「支え手」

を越えた関係づくり 

活動団体数 

（団体） 
４ ５ ４ 

△ 

助成金の交付 継続 継続 継続 

高齢者の支援の「受け手」「支え手」を越えた

関係づくり 

活動団体数 

（団体） 
11 17 26 

◎ 

助成金の交付 継続 継続 継続 

■成果指標 

指標 策定時 目標 現状 評価 

ボランティア・町民主体の活動やＮＰＯ活動に参加したことがある

人の割合 
11.5％ 20％ 11.5％ △ 
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第３章 

計画の基本構想 
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１ 基本理念 

本町では、前計画の基本理念（スローガン）として、「いつでも どこでも だれとでも 心あたた

まる町 ほかほかＴＯＧＯ！」を掲げ、福祉のまちづくりを推進してきました。 

今後、地域福祉を推進するにあたっては、変化する町民の意識や社会状況、国の方向性等を踏ま

えると共に、「地域共生社会」を実現するための包括的な支援体制の構築、住民の主体的な支え合い

活動の活性化等により一層取り組む必要があります。 

本計画では、前計画の「みんなで町全体をあたたかくしていく」という願いを継承しつつ、住民

や行政をはじめ、地域に関わる全ての人がつながりながら、自分らしく、役割や生きがいを持って

地域づくりに主体的に関わることができるよう、次のとおり新たな基本理念を定めます。 

 

 

基本理念 

いつでも どこでも だれとでも 

みんなでつくる あたたかいまち 
 

 

 

 

  

③TOGO、とうごう、東郷 など、入れるか 

例「いつでも どこでも だれとでも 

みんなでつくる あたたかいまち TOGO」 
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２ 基本目標 

本計画が目指す「地域共生社会」の実現に向けて、重要な柱となる「つながり支え合う地域」、

「丸ごと受け止める体制」、「誰もが大切にされる環境」の３つのキーワードを基に基本目標を定め

ます。また、アンケート調査の結果から、基本目標ごとに成果指標を設定します。 

 

基本目標１ つながり支え合う地域づくり 

地域で誰もが安心して暮らしていくためには、地域におけるつながりや支え合いが不可欠で

す。住民の困りごとを早期に発見し、必要な支援につなげていくためには、日頃から顔の見え

る関係を築いている隣近所など、地域住民の気づきが重要な役割を果たします。 

身近な地域でつながり、支え合う関係を構築するため、住民一人一人の福祉や地域への関心

や意識を高める啓発や福祉教育の充実を図ると共に、地域における居場所づくりや生きがいづ

くりを推進します。 

また、地域福祉活動を継続的に実施するためには、活動の担い手となる人材が必要不可欠で

す。担い手となる人材の確保や育成に取り組むと共に、多様な主体の地域への参画やつながり

づくりを促進します。 

■成果指標 

成果指標 現状値   目標値 

地域福祉に関心がある町民の割合 65.0％ ▶  

日頃から助けあいをしている町民の割合 33.0％ ▶  

居場所がある町民の割合 96.7％ ▶  

地域活動に参加している町民の割合 39.2％ ▶  

ボランティアや町民主体の NPO 活動に参加している町民の割合 11.5％ ▶  

 

 

基本目標２ 丸ごと受け止める体制づくり 

近年、支援を必要としている人の困りごとや悩みごとは、複雑化・複合化しており、従来の

縦割りの枠組みでは対応が困難なケースも多くみられます。こうした状況に対応するためには、

全庁横断的な体制により包括的な支援を推進していく必要があります。 

住民が身近なところで、いつでも相談できる体制の充実を図ると共に、地域の中で解決でき

ない相談に対応するため、各専門機関と連携した支援体制の構築を進めます。 

また、住民が福祉制度やサービスについて正しく理解し、必要なときに適切に利用できるよ

う、多様な福祉サービスの充実を図ると共に、福祉に関する情報の適切な発信など周知に取り

組みます。 

  

目
標
値
は
次
回
お
示
し
し
ま
す 
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■成果指標 

成果指標 現状値   目標値 

悩みや不安を相談する場所がある町民の割合 86.2％ ▶  

生活に必要な福祉の情報が得られている町民の割合 38.4％ ▶  

地域包括支援センターの認知度 22.9％ ▶  

障がい者相談支援センターの認知度 15.4％ ▶  

 

 

基本目標３ 誰もが大切にされる環境づくり 

地域には、経済的に困窮している人や自ら判断することが困難な人、社会的孤立の状態にあ

る人など、生きづらさや困りごとを抱えた人が存在します。地域に暮らす全ての人の権利が尊

重され、安心して自分らしく暮らすことができるよう、誰もが大切にされる地域環境の整備を

進める必要があります。 

生活困窮者への包括的な支援、ひきこもりなどの課題を抱える人への個別的な支援、判断能

力が不十分な人への成年後見制度の適切な利用促進や権利擁護体制の充実、犯罪や非行をした

人の社会復帰への支援等に取り組みます。 

また、誰も自殺に追い込まれることのないよう、生きることを支え合える地域づくりを推進

します。 

■成果指標 

成果指標 現状値   目標値 

成年後見制度の認知度 16.8％ ▶  

市民後見人の認知度 3.8％ ▶  

再犯防止推進法の認知度 1.3％ ▶  

犯罪をした人等の立ち直りに協力したいと思う町民の割合 12.4％ ▶  

ひきこもりという言葉の認知度 85.7％ ▶  

ひきこもりという状態について誰にでも起こりうると考える 

町民の割合 
74.0％ ▶  
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３ 計画の体系 

［基本理念］     ［基本目標］      ［基本施策］ 

 

  

い
つ
で
も 

ど
こ
で
も 

だ
れ
と
で
も 

み
ん
な
で
つ
く
る 

あ
た
た
か
い
ま
ち 

（１）福祉や地域に対する関心・意識の向上 

（２）地域福祉活動の担い手づくりと活動を 

支える仕組みづくり 

（３）地域での支え合いの推進 

（４）孤立防止と生きがいづくりの推進 

（５）地域の多様な主体間のつながりの促進 

（１）包括的な相談支援体制の充実 

（２）連携により支援につなぐ仕組みの充実 

（３）多様な福祉サービスの充実 

（４）福祉に関する制度やサービスの周知 

（１）生活困窮者の自立支援の充実 

（２）生きづらさを感じている人への支援の推進

（ひきこもり等への支援） 

 

（３）権利擁護支援体制の充実 
【成年後見制度利用促進計画】 

（４）犯罪や非行をした人の社会復帰への支援の

推進【再犯防止推進計画】 

（５）生きることを支え合う地域づくり 
【自殺対策計画】 

つながり 

支え合う 

地域づくり 

丸ごと 

受け止める 

体制づくり 

誰もが 

大切にされる 

環境づくり 
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■基本目標と基本施策の関係図 

 

 

  

基本目標１ 

つながり支え合う地域づくり 

基本目標２ 

丸ごと受け止める体制づくり 

 

（１） 

福祉や地域に 

対する関心・ 

意識の向上 

  

 

 

（２） 
地域福祉活動の 
担い手づくりと 
活動を支える 
仕組みづくり 

（３） 

地域での 

支え合いの 

推進 

（４） 

孤立防止と 

生きがい 

づくりの推進 

（５） 

地域の多様な 

主体間の 

つながりの促進 

（１） 

包括的な 

相談支援体制の 

充実 
（２） 

連携により 

支援につなぐ 

仕組みの充実 

（３） 

多様な 

福祉サービスの 

充実 

（４） 

福祉に関する 

制度やサービスの 

周知 

基本目標３ 

誰もが大切にされる環境づくり 

（１） 

 

生活困窮者の 

自立支援の 

充実 

（２） 

生きづらさを 

感じている人へ 

の支援の推進 

（ひきこもり等への支援） 

（３） 

 

権利擁護支援 

体制の充実 

【成年後見制度利用促進計画】 

（４） 

犯罪や非行を 

した人の社会復帰

への支援の推進 

【再犯防止推進計画】 

（５） 

生きることを 

支え合う 

地域づくり 

【自殺対策計画】 

地域住民・ 
支援が必要な人 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 

施策の展開 
 

  ④第４章 

・主な取組 

・実施指標 について 
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基本目標１ つながり支え合う地域づくり 

（１）福祉や地域に対する関心・意識の向上 

［現状・課題］ 

● 町民アンケートによると、地域の福祉に関心がある町民は７割に近くなっていますが、民生

委員・児童委員、区長・自治会長アンケートによると、地域の支え合いを進めるにあたって、

地域福祉に無関心な人が多いことが課題として挙げられています。 

● 地域福祉を推進する上では、町民一人一人の「地域共生社会」の実現に向けた支え合いに対す

る福祉意識の醸成が必要不可欠です。福祉意識の醸成を進めるためには、町民が積極的に社

会参加をすることや、子どもの頃から福祉について学ぶことにより、お互いに思いやり、認め

合うこころを育むことが重要です。 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

１ 

福祉を学ぶ機会の充実 
福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

地域協働課 

学校教育課 

・住民の多様なニーズに応じた学習プログラムを提供すると共に、地

域における実践的な学びの場の創出を図ります。 

・広報やホームページ、SNS、回覧板など、多様な媒体を活用し、福

祉に関する講演会、研修会、イベント情報を積極的に発信します。 

・学校教育と連携した福祉教育を推進します。 

２ 

人権尊重・相互理解に向けた意識啓発 
福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

地域協働課 

学校教育課 

・広報やホームページなど多様な媒体を活用し、人権に関する情報を

発信すると共に、講演会や講座を開催するなど、人権啓発を推進し

ます。 

・学校教育や地域活動と連携し、子どもの頃から人権への理解を深め

る機会を提供します。 

・認知症や障がいに関する正しい知識の普及と理解促進を図ります。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

１ 

福祉を学ぶ機会の充実 

・社協だよりやボランティア広報誌「アイリス東郷」、社協のホームページなどにおいて、

福祉に関する情報を発信します。 

・コミュニティセンターや児童館等において、ボランティア講座や出前講座等を開催し

ます。 

・町内の小・中学校を対象に、障がいのある人や高齢者との交流・体験を通じて、地域の

福祉課題に気づき、「共に生きる力」や豊かな人間性を育むことを目指した福祉教育を

実施します。 
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№ 取組 

２ 

地域福祉の理解促進と課題共有の場の創出 

・住民に対して、顔の見える関係の大切さや地域での居場所のつくり方など自分が暮ら

す地域について知る学習会を開催します。 

・福祉に関する講座を開催し、個人や地域の課題共有の場として活用します。 

 

■町民が取り組むこと 

・地域の様子や地域に暮らす人たちに関心を持ちましょう。 

・障がい、認知症など福祉に関する課題について正しい理解を深めましょう。 

・福祉に関するテーマの研修や講座に参加しましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

福祉に関する出前講座の参加者数【町】    

人権に関する講座の受講者数【町】    

地域福祉・ボランティアに関する情報発信数（広
報誌・ＳＮＳ）【社協】 
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（２）地域福祉活動の担い手づくりと活動を支える仕組みづくり 

［現状・課題］ 

● 地域福祉の重要な担い手として、民生委員・児童委員、区長・自治会長など地域の担い手が

日々活動しています。また、町内には様々な分野で活躍する団体等が存在し、地域住民のニー

ズに応じた多様な福祉活動を展開しています。これらの活動は、行政サービスだけでは行き

届かない細やかな支援を可能にし、地域共生社会の実現に向けた貴重な資源となっています。 

● 一方で、町民アンケートによると、民生委員・児童委員制度について名前も内容も知っている

人は約２割にとどまっています。また、民生委員・児童委員、区長・自治会長アンケートによ

ると、今後社会福祉協議会に支援してほしいこととして、地域活動の担い手の確保が最も高

くなっています。 

● 町民アンケートによると、ボランティアや町民主体の活動やＮＰＯ活動に参加している人の

割合は約１割にとどまっています。参加できない、または参加したくない理由としては時間

がないことや、自分の生活のことで精一杯という理由が上位となっています。 

● 地域福祉を支える様々な活動や団体等を周知すると共に、担い手の確保や育成、活動支援等

を進める必要があります。 

 

■民生委員・児童委員制度の認知度（町民）  ■今後町社会福祉協議会に支援してほしいこと（上位３位） 

（民生委員・児童委員） 

 

 

 

 

 

 

                      ■今後町社会福祉協議会に支援してほしいこと（上位３位） 

（区長・自治会長） 

 

 

 

  

名前も内容も

知っている

21.6%

名前は聞いたことがあるが、

内容はよく知らない

54.5%

名前も内容

も知らない

19.5%

不明・

無回答

4.4%

n=816

54.8 

35.7 

28.6 

0% 25% 50% 75%

地域活動の担い手の確保

地域活動や地域づくりに関する

事例集などの情報提供

福祉関係の施設、住民を含めた

ネットワークづくり n=42

50.0 

33.3 

33.3 

0% 25% 50% 75%

地域活動の担い手の確保

地域における福祉関係の施設と住民

をつなぐコーディネーターの配置

福祉関係の施設、住民を含めた

ネットワークづくり n=18
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［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

３ 

民生委員・児童委員の活動支援 

福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

地域協働課 

学校教育課 

・広報やホームページ、SNS など、多様な媒体を活用し、民生委員・

児童委員の活動の重要性や魅力について町民への周知を図ります。 

・民生委員・児童委員がより一層活動しやすく、継続的に取り組むこ

とができるよう、活動環境の整備を進めます。 

・地域における包括的な支援体制の構築に向けて、情報交換や交流の

場の設置、福祉の関係機関との懇談の機会を通じて、ネットワーク

づくりを推進します。 

４ 

福祉活動の担い手づくりと支援 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

成人保健推進室 

地域協働課 

・認知症サポーター養成講座や生活支援サポーター養成講座をはじめ

とする各種講座を開催し、参加の促進を図ることで、新たな担い手

の発掘につなげます。 

・育成されたサポーター等が継続的に活動し、地域で活躍できるよう、

活動の場の充実を図ると共に、研修の機会を提供し、資質向上を支

援します。 

・活動内容に関する情報提供や開催イベント等のＰＲを行います。 

・町民活動センターの活用を推進し、活動者や団体同士の交流を促進

します。 

５ 

町民活動・ボランティア活動等の活性化 

福祉課 

地域協働課 

・「協働によるまちづくり提案事業」を通じて、住民のアイデアや自主

的な活動を積極的に支援します。 

・町民活動センターの有効的な活用方法について検討します。 

・ボランティア活動への参加を促す仕組みの検討や運用を行います。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

３ 

民生委員・児童委員の活動支援 

・民生委員・児童委員の活動に関する相談対応や、東郷町民生委員児童委員協議会への

助など成を通じて、民生委員・児童委員による地域での見守り活動や相談支援などの

継続的な展開を支援します。 

４ 

ボランティア活動等の活性化 

・ボランティアセンターにおいて、ボランティア活動の相談受付や情報提供、講座の開

催、団体支援などを行います。住民が自らの関心や経験を生かして地域と関わる機会

を創出し、継続的な活動へとつなげることで、福祉活動の担い手づくりを推進します。 

・活動先のコーディネートやマッチング、団体同士の交流会の開催、高齢者ボランティ

アポイント制度の運営などボランティア活動しやすい環境づくりを行います。 
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■町民が取り組むこと 

・民生委員・児童委員活動について理解を深め、活動に協力しましょう。 

・地域で福祉の担い手になるための講座や研修に参加してみましょう。 

・興味のあるボランティアに参加してみましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

民生委員・児童委員に関する情報発信回数（広報
誌・ＳＮＳ）【町】 

   

福祉に関する各種養成講座受講者数【町】    

まちづくり提案事業実績数【町】    

ボランティアセンター登録者数【社協】    

社協ボランティアセンターにおけるボランティ
アのマッチング数【社協】 
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（３）地域での支え合いの推進 

［現状・課題］ 

● 少子高齢化の進行や核家族化、価値観の多様化などにより地域のつながりが希薄化していま

す。また、地域の複合的な課題が顕在化する中、行政サービスだけでは対応が困難な状況があ

り、日常的な見守りや声掛けなど、住民同士の身近な支え合いが重要となっています。 

● 町民アンケートによると、日頃から地域で隣近所の人とちょっとした手助けや協力などの助

け合いをしている人の割合が約３割に対して、していない人の割合は約６割となっています。

また、区・自治会などの地域活動に参加している人は約４割、参加したことがない人は約６割

となっており、助け合いや地域活動をしていない人が過半数となっています。 

● 一方で、同アンケートによると、隣近所の人にしてほしい手助けや協力については、声掛けや

安否確認、災害時の手助けが上位となっています。 

● 日頃からの隣近所における支え合いや見守り活動は、災害時における安否確認や避難支援な

どの基盤ともなるため、平常時の地域のつながりづくりと防災・災害対応力の強化を一体的

に進めることが重要です。 

■日頃から地域で隣近所の人とちょっとした    ■区・自治会などの地域活動に参加しているか（町民） 

手助けや協力などの助け合いをしているか（町民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■隣近所の人にしてほしい手助けや協力（上位５位） 

（町民） 

 

 

 

 

  

よく参加

している

9.1%

ときどき

参加している

30.1%
あまり参加

したことがない

34.2%

まったく

参加した

ことがない

26.0%

不明・

無回答

0.6%

n=816

している

33.0%

していない

62.2%

不明・

無回答

4.8%

n=816

39.1 

36.6 

28.9 

17.8 

15.0 

0% 25% 50%

災害時の手助け

特にない

声かけや安否確認

防犯活動・交通安全活動

話し相手や相談相手 n=816
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［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

６ 

区・自治会活動の活性化 

福祉課 

地域協働課 

・自治会加入ポストの設置やパンフレットの配布などにより、自治

会加入率の向上を図ります。 

・区長・自治会長が連携を深め、情報や課題を共有できる交流の場

を定期的に設けることで、地域活動の横断的な連携を強化し、共

通の課題解決に向けた取組を推進します。 

７ 

見守り・声掛けの推進 
福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

情報広報課 

学校教育課 

・子どもの安心・安全の確保や高齢者等の社会的孤立や虐待などを

防ぐため、地域や学校、民生委員・児童委員、民間事業者、警察な

ど関係機関と連携し、地域の見守り体制を強化します。 

８ 

地域の防災・災害対応力の強化 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

防災安全課 

・各地区の自主防災組織等の防災訓練や日常的な見守り活動、支援

方法の検討などを支援し、地域の防災力向上を図ります。 

・災害時に避難行動要支援者への支援が円滑に行われるよう、関係

者と連携して支援対象者名簿の整備及び個別避難計画の作成を推

進します。 

・高齢者、障がいのある人、乳幼児、妊産婦、疾病のある人など、配

慮が必要な人が安心して避難所生活を送れるよう、福祉施設等と

連携して福祉避難所の設置を設置すると共に、一般避難所におい

ても要配慮者スペースの確保を検討します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

５ 

地域活動の活性化 

・町内で住民や団体等が主体的に行う地域福祉活動に対し、赤い羽根共同募金を財源に

助成を行い、地域福祉の活性化と共同募金運動の理解を図ります。 

・既存の地域活動の支援を行うとともに、新たな地域活動の創出に向けて、活動に意欲

のある住民が地域で活動できるよう、コーディネートを行います。 

６ 

見守り・声掛けの推進 

・見守りを行っている住民や団体の相談支援など、住民が主体となった定期的な訪問や

声掛け活動の継続を支援します。 
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№ 取組 

７ 

地域の防災・災害対応力の強化 

・地域の防災力を高めるため、モデル地区を対象に住民向けに防災勉強会を実施します。 

・地域で実施される避難訓練に参加し、自主防災について現状を把握します。 

・地域のイベントに防災ブースを出展し、防災・減災についての啓発を図ります。 

・災害時に災害ボランティアの受け入れができるように、災害ボランティアセンターの

設置に向けた準備を進めます。 

 

■町民が取り組むこと 

・区・自治会や町民活動団体の活動に参加してみましょう。 

・普段から、隣近所の人とあいさつや声を掛け合い、顔の見える関係をつくりましょう。 

・郵便物が溜まっている、いつもと様子が違うといった隣近所の異変に気付いた際には、声を掛

けたり、役場や関係機関に連絡しましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

自治会加入率【町】    

地域見守り活動に関する協定締結事業者数【町】    

地区別防災活動実施回数【町】    

個別避難支援計画の作成数【町】    

防災・減災の啓発回数【社協】    
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（４）孤立防止と生きがいづくりの推進 

［現状・課題］ 

● 社会構造の変化や価値観の多様化により、地域や家族とのつながりが希薄化し、社会的孤立

や孤独感を抱える人の増加が社会的な課題となる中、気軽に集い交流できる居場所の確保や、

誰もが地域社会とのつながりを持ち、孤立を防ぐための支援が重要となっています。 

● 国では、令和 3 年（2021 年）２月に内閣官房に「孤独・孤立対策担当室」が設置され、同

年 12 月には「孤独・孤立対策の重点計画」が策定されました。更に、令和５年（2023 年）

６月に「孤独・孤立対策推進法」が公布され、「孤独・孤立に悩む人を誰ひとり取り残さない

社会」や「相互に支え合い、人と人との「つながり」が生まれる社会」を目指すための、国・

地方公共団体の責務、国民の理解・協力、関係者の連携・協力等が規定されました。 

● 町民アンケートによると、自分自身にとって居場所と思える場所は家庭や自分の部屋に集中

しており、地域を居場所と感じている人は１割に満たない状況です。また、居場所がないと感

じている人もわずかに存在している状況です。 

● また、人生 100 年時代を迎え、高齢期の長期化や退職後の生活の変化により、高齢者や障が

いのある人を含め、一人一人が社会とのつながりや生きがいを持って地域で自分らしく生活

できることも重要です。 

● 孤立防止に向けた多様な世代が気軽に集える地域の居場所づくりを進めると共に、高齢者や

障がいのある人の就労支援や社会参画の機会拡充など、誰もが生きがいを持って社会参加で

きる環境づくりを推進する必要があります。 

■自分自身にとって居場所と思える場所（町民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

９ 

地域の多様な居場所づくり 
福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

・高齢者の通いの場、サロン活動、子ども食堂など、多様な主体によ

る取組を支援し、地域のつながりの基盤を強化します。 

・年齢や障がいの有無、立場に関わらず、誰もが安心して過ごせる

「居場所」となる場の創出・充実を図ります。 

71.9 

55.5 

7.2 

5.0 

4.9 

0% 25% 50% 75%

家庭

自分の部屋

職場

インターネット空間

地域

3.4 

1.3 

1.1 

2.0 

0% 25% 50% 75%

その他

そのような場所はない

学校

不明・無回答
n=816



35 

№ 取組 関係課 

10 

社会参加や交流の促進 
福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

地域協働課 

産業振興課 

生涯学習課 

・世代間交流事業や地域イベントの開催支援など、住民同士がつな

がり、交流を深められる機会の充実を支援します。 

・高齢者や障がいのある人をはじめ、誰もが社会とのつながりや生

きがいを実感できるよう、趣味・学習・ボランティア・就労など、

関心に応じた多様な活動の場を創出します。 

・多様な立場の人が共に活動できるよう、地域活動における合理的

配慮の提供や参加支援の充実を図ります。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

８ 

地域の多様な居場所づくり 

・地域支え合いコーディネーターを中心に地域のサロン活動を支援し、地域課題や要援

護者の早期発見、必要な支援へのつなぎを行えるように連携します。 

・食事の提供や学習支援等子どもの居場所づくりを目的として活動する団体に対して、

経費の助成など、活動の支援を行います。 

９ 

社会参加や交流の促進 

・住民同士の交流を促進するため、地域のイベントや福祉団体の活動等で必要な機材を

貸し出し等の支援を行います。 

・ボッチャなど障がいのある人でも楽しめるスポーツの講座やレクリエーション大会、

ひとり暮らし高齢者対象の交流会、障がいのある人を対象としたクリスマス会等を開

催します。 

 

■町民が取り組むこと 

・地域のイベントや通いの場、サロン等に参加し、地域の人と交流しましょう。 

・趣味や学びのサークル、地域活動に参加して、自分の関心や特技を生かしてみましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

サロン等の地域の居場所の数【町】    

障がいの有無や世代を問わず交流できる場の件
数【町】 

   

地区等への備品貸し出し件数【社協】    

地域イベント等参加回数【社協】    
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（５）地域の多様な主体間のつながりの促進 

［現状・課題］ 

● 少子高齢化や人口減少が進む中、地域の支え手となる人材の確保が困難になってきており、

従来の地域福祉を支えてきた自治会や民生委員・児童委員、ボランティアなどの担い手の高

齢化や活動の継続性が課題となっています。 

● このような中、地域住民だけでなく、企業、NPO、大学、学生など、多様な主体がそれぞれ

の特性や強みを生かして地域に関わることが、地域の持続可能性を高める上で重要となって

います。 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

11 

多様な主体（企業・学生）の参画促進 
福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

情報広報課 

防災安全課 

地域協働課 

・企業、NPO、大学、学生などが、得意分野や特性を生かして地域

福祉に関わることができるよう、広報やコーディネート機能の構

築に向けた検討を行い、社会参画の促進を図ります。 

12 

地域で新たに取り組む協働事業への支援 

福祉課 ・社会福祉法人、企業、NPO 等がそれぞれの強みを生かして協働し、

地域の課題に取り組むことができるよう、主体間を繋ぐコーディ

ネートを行うと共に、活動の実施を支援します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

10 

多様な主体（企業・学生）の参画促進 

・ボランティア活動等への学生の参加を促進するため、学校を通じて、学生が参加しや

すく、関心を持ちやすいイベントや活動を紹介します。 

・多様な主体がそれぞれの特色を生かし、地域福祉活動へ参加、協力できるよう支援し

ます。課題解決に向け必要に応じた主体同士がつながることを支援します。 

 

■町民が取り組むこと 

・活動の場で、自分の知識や経験、特技を生かし、他の主体と協力して地域課題の解決に取り組

みましょう。 

・困りごとや地域課題に気付いたときは、地域の人や団体、企業、学校など、関係する多様な主

体に声を掛け、協働で解決策を考えましょう。 
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［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

福祉に関する包括連携協定数【町】    

企業との連携に向けたコーディネート機能の整

備【町】 
   

企業・学生へのボランティア募集回数【社協】    
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基本目標２ 丸ごと受け止める体制づくり 

（１）包括的な相談支援体制の充実 

［現状・課題］ 

● 本町では、高齢者は地域包括支援センター、障がいのある人は障がい者相談支援センター、子

どもや子育てに関することはこども家庭センターなどそれぞれ相談窓口を設置し、住民の課

題に対応してきました。 

● 近年、世帯が抱える問題は、単に一つの要因だけではなく、障がい、介護、健康、経済的な問

題など、様々な要因が複雑に絡み合った世帯の課題が増加しています。また、従来の枠組みで

は対応が難しいケースも見られるようになっており、地域と連携した行政や専門の相談窓口

が、様々な受け皿で地域住民の悩みや相談をすくい上げ、必要な支援へと迅速につなげる必

要があります。 

● 町民アンケートによると、生活上の悩みや不安の相談先について、家族や親戚、友人や知人な

ど身近な人が多く、役場等の相談窓口や社会福祉協議会など公的な窓口は１割未満にとどま

っています。一方で、悩みや不安を相談できるとよいと思う方法については、県や町、公的機

関が開設している窓口での相談の割合が最も高くなっています。 

● 相談窓口の周知と共に、相談支援体制の充実を図り、住民一人一人の状況やニーズに応じた

柔軟な対応ができる体制を構築することが求められます。 

■悩みや不安を相談できるとよいと思う方法（町民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

13 

属性を問わない相談支援の充実 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

・年齢、障がい、国籍、経済状況など、個人の属性に関わらず、どの

ような悩みでも受け止められるよう、既存の相談窓口の機能強化、

対応力向上を図ると共に、窓口間の連携強化を図ります。 

・住民の多様なニーズに対応できる相談員の育成に力を入れます。 

6.6 

6.6 

6.3 

5.0 

10.5 

0% 25% 50%

夜間や休日の対面相談

ショッピングセンターなど、

公的機関以外の場所での対面相談

自宅や職場などへの訪問相談

その他

不明・無回答 n=816

44.2 

29.8 

21.2 

20.5 

10.9 

0% 25% 50%

県や町、公的機関が

開設している窓口での相談

パソコンやスマートフォンからの

インターネット・メール相談

自治会や民間団体、民生委員・児童委員、

専門家など、地域の人材や組織への相談

ＳＮＳ（FaceBook・Ⅹ・ＬＩＮＥなど）

やチャットによる相談

夜間や休日の電話相談
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№ 取組 関係課 

14 

各相談機関の機能と連携の強化 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

地域協働課 

学校教育課 

・身近な相談窓口の充実を図ると共に、相談先が分かるように周知

を行います。 

・地域包括支援センター、障がい者基総合支援センター、こども家

庭センター、社会福祉協議会など、多様な専門機関がそれぞれの

機能を最大限に発揮し、効果的に連携できるよう、情報共有や多

機関連携会議を定期的に開催します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

11 

属性を問わない相談支援の充実 

・町からの受託や独自に実施する相談窓口において、年齢、障がい、国籍、経済状況な

ど、個人の属性を問わず、包括的に相談を受け止めます。 

12 

地域の身近な相談先としての機能強化 

・ＣＳＷや地域担当者が、地域の身近な生活課題に気づき、町や専門支援機関と連携し

ながら地域で支える仕組みづくりに取り組みます。 

・地域包括支援センター及び障がい者相談支援センターの受託運営や訪問活動を通じ

て、異変等に気付いた場合は、関係機関に情報提供等を行います。 

 

■町民が取り組むこと 

・ちょっとした困りごとでも気軽に相談しましょう。 

・困りごとを抱えている人に気付いたら、相談窓口を案内しましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

地域包括支援センターにおける相談件数【町】    

基幹相談支援センターにおける相談件数【町】    

こども家庭センターにおける相談件数【町】    

重層的支援会議検討会の実施回数【町】    

コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）の相
談支援件数【社協】 
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（２）連携により支援につなぐ仕組みの充実 

［現状・課題］ 

● 複雑化・複合化した生活課題を抱える住民に対しては、単一の機関による支援では限界があ

り、多機関・多職種による連携した支援体制が不可欠です。関係機関が互いの役割や機能を理

解し、効果的に情報共有・連携できる仕組みが求められています。 

● また、支援が必要でありながら自ら相談に来ることができない人や、既存の制度では対応が

困難な課題を抱える人への対応が課題となっており、特に、社会的孤立やひきこもりの状態

にある人に対するアウトリーチ支援の体制構築が求められています。 

● 誰ひとり取り残さない支援の実現に向けて、地域の支援者や関係機関が連携し、早期発見・早

期支援につなげる体制の強化が必要です。 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

15 

包括的な支援体制の構築 

福祉課 

・地域福祉プロジェクトチーム会議を開催し、包括的な支援体制の

構築に向けた方針や地域課題を共有し、全庁的な合意形成、意識

統一を図ります。 

・関係機関を含めた重層的支援体制整備事業検討会を実施し、事業

の進め方や体制整備の具体的手法等について検討を行います。 

・地域住民を含めた地域福祉グランドデザイン推進委員会におい

て、包括的支援体制の構築・強化に向けた施策や計画の推進方法

について検討・協議を行います。 

・ひきこもりやごみ屋敷など制度の狭間の課題を抱える世帯にも、

支援を届けることができる仕組みを構築します。 

16 

重層的支援会議による連携強化 

福祉課 
・多機関協働事業を通じて、複雑化・複合化する課題の解決に向け、

迅速に支援方針を決定します。 

17 

アウトリーチ支援体制の構築 

福祉課 ・ＣＳＷを配置し、地域で課題を抱えながら社会的孤立に陥ってい

る人などに対して、早期発見・早期対応のため相談を受けるだけ

ではなくアウトリーチ型の支援を強化します。 

18 

参加支援 

福祉課 

・制度の狭間の問題や、多様で複合的な課題を抱える人が、社会と

のつながりをつくることで課題の解決に結びつけられるような体

制を整備します。 

・様々なニーズや希望、状況等に対応できるよう、地域の資源を活

用したコーディネートやマッチングによる支援の方法を検討しま

す。 
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■社協が取り組むこと 

№ 取組 

13 

重層的支援会議による連携強化 

・社協が実施する相談支援機関のうち、ＣＳＷが多機関協働事業に協力するとともに、

社協の全ての相談支援担当者が複雑化・複合化する課題の解決に向け、関係機関と連

携・協力して取り組みます。 

14 

支援が届きにくい人へのアウトリーチ支援 

・地域で活動する民生委員・児童委員、区長・自治会長、その他の住民等と交流を図り、

制度の狭間で支援に行き届かない人や、複合的・複雑な生活課題を抱える世帯へ支援

を届けることができるよう、地域に出向き、地域住民のニーズ、地域生活課題の把握

を行います。 

15 

参加支援 

・ＣＳＷをはじめ地域支援を担う担当者が地域住民を含めた関係機関と連携し、身近な

地域で対象者を理解し見守る環境を整備します。 

・既存の居場所を世代や属性を問わない活動場所として充実するよう働きかけ、社会と

のつながりの弱い人が、それらの地域資源を通して、社会とつながることができるよ

う支援します。 

 

■町民が取り組むこと 

・地域における複合的な課題の解決に向けて、関係する機関や団体の連携を強化しましょう。 

・支援が必要な人や困っている人に自分から声を掛けるのが難しい場合は、役場や地域の相談窓

口に知らせて、専門職や支援者に繋ぐようにしましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

ＰＴ会議の実施回数【町】    

重層的支援会議の開催回数【町】    

多機関協働事業における支援プランの新規作成
件数【町】 

   

アウトリーチ等を通じた継続的支援を行ってい
る件数【町】 

   

参加支援事業の対象者数【町】    

参加支援事業の支援検討会議開催回数【社協】    
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（３）多様な福祉サービスの充実 

［現状・課題］ 

● 高齢者や知的障がい、精神障がいのある人など、何らかの支援が必要な人は増加傾向にあり

ます。誰もが地域で安心して生活できるようにするためには、福祉サービスを適切に利用で

きる体制を整えることが重要です。また、近年福祉の各分野において制度や法律の改正など

も多く、適切に対応していく必要があります。 

● 一方で、福祉人材の不足や高齢化が進んでおり、質の高いサービスを安定的に提供するため

の人材確保が課題となっています。 

● 更に、利用者のニーズは多様化・複雑化しており、従来の縦割りの制度だけでは対応が困難な

場合も増えており、分野横断的な支援体制の構築や、地域の実情に応じた柔軟なサービス提

供が求められています。 

● 行政による公的サービスだけでなく、民間事業者や社会福祉法人との連携により、多様な選

択肢を確保していくことが重要です。 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

19 

福祉人材の育成・確保 福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

産業振興課 

・介護・福祉サービスの従事者、必要な資格取得や研修の情報提供

や受講機会の周知を通じて、資質向上の促進につなげます。 

20 

共生型サービスなどの分野横断的な福祉サービス等の展開 

福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

・高齢者や障がいのある人など、対象を限定しない共生型サービス

の推進を支援し、多様な利用ニーズに応える体制を整えます。 

・既存の福祉施設が地域に開かれた多機能拠点となるよう、多様な

住民のニーズに応じた柔軟なサービス提供や交流の機会創出を支

援します。 

21 

民間事業者や社会福祉法人による多様なサービスの充実 

福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

・民間事業者や社会福祉法人と連携し、地域の課題やニーズに応じ

て、福祉サービスや支援活動の充実を図ります。 

・民間事業者や社会福祉法人の専門的な知識や技能を生かした地域

貢献活動を支援すると共に、地域の課題やニーズに関する情報共

有を通じて事業者間の連携を強化し、地域全体の福祉力の向上に

つなげます。 
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■社協が取り組むこと 

№ 取組 

16 

住民主体の支え合い活動の創出 

・地域支え合いコーディネーターが、各地区で行われている高齢者向け住民サロンや介

護予防教室に参加し、地域の情報や課題を収集し、地域資源を把握します。 

・協議体を運営し、互助を基本とした住民の新たな支え合い活動の創出を支援します。 

 

■町民が取り組むこと 

・福祉サービスを適切に利用しましょう。 

・地域のボランティアや町民活動団体が行う福祉サービスにも関心を持ち、可能な範囲で参加や

支援を考えましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

福祉人材の確保のための情報提供又は事業数
【町】 

   

福祉施設の地域交流実施数【町】    

サービス事業者との情報交換の回数【町】    

住民との座談会の実施回数【社協】    

地域支えあい協議体開催数【社協】    
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（４）福祉に関する制度やサービスの周知 

［現状・課題］ 

● 町民アンケートによると、福祉サービスの情報の入

手状況について、得られている人の割合が約４割に

対して、得られていない人の割合が約５割となって

います。 

● サービスの質を向上させると共に、情報発信等によ

り適切なサービスの利用を促す必要があります。 

 

 

 

 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

22 

多様な媒体を活用した情報提供 

福祉課 

高齢者支援課 

こども課 

こども保健推進室 

情報広報課 

・広報、ホームページ、ＳＮＳ、地域の掲示板など、住民の利用状況

に応じた多様な媒体を活用し、福祉に関する制度やサービス、相

談窓口の情報を積極的に発信します。 

・年代やライフスタイルに合わせた効果的な伝達手段を検討し、伝

わりやすく、分かりやすい情報提供の方法を導入すると共に継続

的に見直します。 

23 

全ての人に分かりやすい行政情報の発信 

全課 ・やさしい日本語や多言語対応、ユニバーサルデザインに配慮する

など、子どもから高齢者、障がいのある人、外国人住民まで、誰も

が理解しやすい情報提供を推進します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

17 

多様な媒体を活用した情報提供 

・広報、ホームページ、ＳＮＳ、地域の掲示板など、住民の利用状況に応じた多様な媒体

を活用し、福祉に関する制度やサービス、相談窓口の情報を積極的に発信します。 

・年代やライフスタイルに合わせた効果的な伝達手段を検討し、伝わりやすく、分かり

やすい情報提供の方法を導入すると共に継続的に見直します。 

18 
情報アクセシビリティの向上 

・情報発信の方法などを工夫し、誰もが必要な情報が得られるようにします。 

十分に

得られている

4.0%

まあまあ

得られている

34.4%

あまり

得られていない

30.0%

ほとんど

得られて

いない

19.5%

得る

必要がない

9.6%

不明・無回答

2.5%

n=816

■福祉サービスの情報の入手状況（町民） 
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■町民が取り組むこと 

・広報やホームページに目を通し、必要な情報を得るようにしましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

福祉サービス・支援制度の情報発信数【町】    

ＳＮＳによる福祉サービス・支援制度の情報発信
数【社協】 

   

  



46 

基本目標３ 誰もが大切にされる環境づくり 

（１）生活困窮者等の自立支援の充実 

［現状・課題］ 

● 近年、社会情勢の変化や生活困窮者が抱える課題が多様化・複雑化していることを受け、国は

令和６年（2024 年）に生活困窮者自立支援法を改正し、就労・家計・居住支援等の体制強

化や支援の質の向上を目指しています。これにより、地域においても早期相談支援や包括的

な支援体制の整備がより一層求められています。 

● 本町における、生活保護被保護世帯・被保護人員は、令和６年（2024 年）で 89 世帯、106

人となっており、増加傾向にあります。 

● 生活困窮に陥っている人の中には、周りの人たちや関係機関に相談できず、必要な支援へと

つながらない場合もみられます。そのような状況になった背景とその要因を探り、地域や専

門支援機関と連携、協力し合い支援していく必要があります。 

 
［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

24 

生活・学習・住まいの包括的支援の充実 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

債権管理課 

都市計画課 

環境課 

・生活困窮者が安定した日常生活を営めるよう、家計相談や健康管

理支援、日常生活における課題解決に向けた助言を行うと共に、必

要に応じて尾張福祉相談センターにつなぎます。 

・尾張福祉相談センターや社会福祉協議会等の関係機関と連携し、

生活困窮者の生活や自立支援を支援します。 

・子どもの学習支援や、資格取得など大人向けの学習機会の提供を

通じて、自立に向けた能力向上をサポートします。 

・住まいの確保が困難な人に対しては、相談窓口を通じて生活困窮

者自立支援制度や住居確保給付金などの尾張福祉相談センターの

支援に繋ぐと共に、居住支援法人との連携を強化し、安心して暮ら

せる住環境の確保に繋げます。 

25 

就労支援の充実 

福祉課 

産業振興課 

・生活困窮者が安定した就労につながるよう、町の相談窓口で相談

を受け、必要に応じて尾張福祉相談センターや関係機関の支援に

繋ぎます。 

・ハローワーク等の関係機関や企業との連携を強化し、多様な就労

機会の確保に努めます。 

 

 

 

 



47 

№ 取組 関係課 

26 

生活困窮者支援を通じた地域づくり 

福祉課 

こども保健推進室 

・生活困窮者の孤立を防ぎ、地域で安心して暮らせるよう、地域住民

や NPO、関係機関との連携を強化します。 

・ＣＳＷを配置し、生活困窮者を支える地域住民の理解促進を図る

と共に、住民が主体的に参加できる居場所づくりや交流機会の提

供を通じて、地域全体で支え合う体制を構築します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

19 

生活・学習・住まいの包括的支援の充実 

・低所得者などの相談を受けて、生活困窮者自立支援制度への繋ぎや生活福祉資金貸付

制度の適切な運用を行い、対象者の自立を図ります。 

・町や尾張福祉相談センターといった関係機関との連携を強化します。 

20 

貧困対策に関わる団体等との連携や支援 

・対象者の状況に応じ、子ども食堂やフードバンクなど、貧困対策に関わる団体などと

連携し、支援を行います。 

・団体の活動に対する地域の理解やサポートが広がるよう取り組みます。 

21 

生活課題を支えるしくみづくり 

・相談を受ける中で、社会参加に係る支援の必要性がある事例について、支援対象者本

人やその世帯の状況等を適切に把握し、既存の社会参加に向けた支援では対応するこ

とができない個人や世帯のニーズに対して、社会とつながるきっかけづくりや、地域

の社会資源とのマッチングを行います。 

 

■町民が取り組むこと 

・ちょっとした困りごとでも気軽に相談しましょう。 

・困りごとを抱えている人に気付いたら、相談窓口を案内しましょう。 
 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

生活困窮者の相談件数【町】    

学習支援を行う地域拠点数（子ども食堂、その他
学習の場）【町】 

   

フードドライブ等による食料寄附受付件数【町】    

食糧支援の件数【社協】    

生活資金の貸付件数【社協】    
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（２）生きづらさを感じている人への支援の推進（ひきこもり等への支援） 

［現状・課題］ 

● 令和 4 年度（2022 年度）の内閣府調査によると、ひきこもり状態にある人は 15～39 歳

で 2.05％、40～64 歳で 2.02％、全国で約 146 万人と推計されており、年齢を問わず支

援の必要性が高まっています。令和 5 年度（2023 年度）の文部科学省の調査では、不登校

の小中学生は 34 万 6,482 人と過去最多を記録し、11 年連続で増加しており、学校教育か

らの離脱が、将来的なひきこもりにつながるリスクも懸念されます。 

● ひきこもりに至る背景には、精神疾患を抱えている可能性もありますが、コミュニケーショ

ンが苦手などの特性に対して、周囲からの十分な理解や配慮が得られず、学校や社会で傷つ

けられたことが原因になるケースが多いことが分かっています。その他にも、ハラスメント

やいじめ、過酷な労働環境など、様々な要因がきっかけとなり、誰にでも起こり得ることで

す。 

● 本町においては、令和７年（2025 年）３月にひきこもり相談窓口「トモニ」を開設するな

ど、ひきこもり支援に取り組んでいます。 

● 町民アンケートによると、ひきこもりについて言葉も内容も知っている人の割合が約９割と

なっており、ひきこもりという状態への印象・考えについては、誰にでも起こり得るという考

えが７割以上となっている一方で、甘えているや働かないことが問題などといった意見もあ

るため、正しい理解の促進が必要です。 

● ひきこもりなど生きづらさを抱える人が自ら相談につながることが難しいケースが少なくあ

りません。支援への初期接点づくりや、当事者や家族が安心して関われる体制の整備が求め

られています。 

■「ひきこもり」という言葉の認知度（町民）     ■「ひきこもり」という状態の印象（町民） 

  

言葉も内容も

知っている

85.7%

言葉は聞いた

ことがあるが、

内容はよく知らない

9.9%

言葉も内容も

知らない

1.3%

不明・無回答

3.1%

n=816

74.8 

40.4 

36.0 

35.0 

30.8 

26.5 

8.9 

8.0 

4.2 

3.3 

2.8 

2.2 

2.9 

0% 25% 50% 75% 100%

誰にでも起こりうる

他人事ではない

人に言いづらい

ストレスから身を守っている

つらい経験がある

病気や障がいである

甘えている

働かないことが問題

怠けている

特にない

その他

無理にでも引っ張り出すべき

不明・無回答 n=816
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［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

27 

相談しやすい体制づくり 

福祉課 

学校教育課 

・ひきこもり相談窓口「トモニ」や各種支援に関する情報について、

町ホームページや広報など多様な媒体を通じて、発信を行います。 

・ひきこもりや不登校の背景や状況は様々であることを踏まえ、個々

の相談内容や支援ニーズに応じて柔軟に対応できる体制を構築す

ると共に、不登校の子どもや義務教育を修了した若者を支援に繋

ぐ体制を整えます。 

28 

当事者向けの居場所づくり 

福祉課 

学校教育課 

・ひきこもり等の当事者が、自分のペースで参加できる安心・安全な

居場所を創出し、社会とのゆるやかなつながりを支援します。 

・多様なニーズに応じた活動の場となるよう、関係機関等との連携

により柔軟な運営を行います。 

・当事者向けに日常生活の自立に向けた支援や、就労に向けた訓練

を継続的に提供し、社会参加への意欲を高めます。 

29 

家族に対する支援の充実 

福祉課 

学校教育課 

・ひきこもり等の状態にある人を支える家族に対して、相談支援や

家族会の場の提供、ピアサポートの促進などを通じて、家族自身が

支援について学び、繋がりを持てる機会を提供します。 

・ひきこもりに関する正しい知識を学ぶための勉強会を企画・開催

し、家族が抱える不安の軽減と対応能力の向上を支援します。 

30 

支援者（理解者）の育成・支援 

福祉課 

学校教育課 

・地域で当事者に関わる支援者や理解者の層を広げるため、ひきこ

もりに関する正しい理解を促進する情報発信や啓発事業を行いま

す。 

・地域住民や関係者がひきこもりに対する理解を深め、支援の担い

手となれるよう、ひきこもり支援サポーターを養成すると共に、活

動を支援します。 

・支援に携わる人が継続的に活動できるよう、ネットワーク形成や

専門機関との連携支援を通じて支援基盤の強化を図ります。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

22 

支援者（理解者）の育成・支援 

・地域で当事者に関わる支援者や理解者の層を広げるため、生きづらさを感じている人

に関する正しい理解を促進する情報発信や啓発事業を行います。 
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■町民が取り組むこと 

・ひきこもりの状態について、正しく理解を深めましょう。 

・専門の相談窓口や支援団体があることを知り、必要に応じて適切に支援につなげましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

ひきこもり相談窓口における相談件数【町】    

当事者の居場所数【町】    

家族会の実施回数【町】    

ネットワーク会議の実施回数【町】    

生きづらさを感じている人についての理解を促

す啓発事業回数【社協】 
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（３）権利擁護支援体制の充実【成年後見制度利用促進計画】 

［現状・課題］ 

● 全国的に認知症のリスクが高まる後期高齢者や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不

十分な人が増加しており、本町においても同様の傾向にあります。 

● 国においては、令和４年（2022 年）３月に「第二期成年後見制度利用促進基本計画」を策

定しており、成年後見制度利用促進の基本的考え方として「地域共生社会の実現という目的

に向けた共通基盤となる考え方として「権利擁護支援」を位置づける」ことが示されていま

す。 

● 尾張東部圏域では、５市１町（豊明市、瀬戸市、尾張旭市、日進市、長久手市、東郷町）の広

域行政により「尾張東部権利擁護支援センター」を運営しており、令和５年（2023 年）に

は「尾張東部圏域第二期成年後見制度利用促進計画」が広域計画として策定されています。 

● 町民アンケートによると、成年後見制度について、名前も内容も知っている人の割合が２割

以下に対して、名前も内容も知らない人の割合が約４割を占めています。 

● 国では、成年後見制度に対するニーズの増加・多

様化が見込まれる中、制度をより利用しやすいも

のとするために、成年後見制度の見直しが進めら

れています。成年後見制度の制度設計に関する中

間試案では、制度の利用促進に向けた新たな仕組

みの創設が検討されています。権利擁護支援を必

要とする人が適切に制度を利用できる環境整備を

推進することが重要です。 

 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

31 

制度の利用・理解の促進 

福祉課 

高齢者支援課 

・成年後見制度について、住民や関係機関への周知・啓発を行い、制

度への理解促進を図ります。 

・制度利用が必要な人を早期に発見し、適切な制度利用につなげる

ため、相談窓口の充実と関係機関との連携を強化します。 

・意思決定支援を踏まえた後見制度の利用促進を図るため、尾張東

部権利擁護支援センターや専門職との連携を強化し、支援体制の

充実を図ります。 

・成年後見等の申立てが困難な人に対して、町長申立てを行い、成年

後見制度の利用につなげます。 

 

 

名前も内容も

知っている

16.8%

名前は聞いたことがあるが、

内容はよく知らない

40.2%

名前も内容も

知らない

38.2%

不明・無回答

4.8%

n=816

■成年後見制度の認知度（町民） 
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№ 取組 関係課 

32 

高齢者、障がいのある人、子どもにおける虐待防止対策の推進 

福祉課 

高齢者支援課 

こども保健推進室 

・虐待の早期発見・早期対応のため、住民や関係機関への啓発活動を

実施し、通報・相談体制の充実を図ります。 

・虐待対応において、関係機関が連携して迅速かつ適切な対応を行

うため、ケース会議や研修等を通じた連携強化を図ります。 

・虐待を受けた人への継続的な支援と、虐待を行った人への支援や

指導を通じて、再発防止に取り組みます。 

33 

担い手の養成・支援 

福祉課 

高齢者支援課 

・市民後見人の養成講座を周知し、地域における権利擁護の担い手

を確保します。 

・既存の担い手に対する継続的な研修やフォローアップ体制を支援

すると共に、担い手同士の情報交換や相互支援の場を提供し、活動

の質の向上を図ります。 

34 

身寄りのない人への支援のあり方の検討 

福祉課 

高齢者支援課 

・身寄りのない人が安心して地域で生活できるよう、日常生活支援

から終末期まで一貫した支援体制の構築を検討します。 

・医療・介護サービス利用時の身元保証や、入院・入所時の支援体制

について、関係機関と連携した対応方針を検討します。 

・死後の手続きや財産処分等に関する支援のあり方について、関係

機関と連携して検討を進めます。 

35 

地域連携ネットワークの推進 

福祉課 

高齢者支援課 

・尾張東部６市町の行政、福祉、司法、医療、保健関係者等によって

構成されている「適正運営委員会」において、地域課題の検討、調

整、解決に向けて協議を進めます。 

・中核機関としての安定的運営ができるよう、センターの機能を整

備し、拡充を支援します。制度利用促進に向けた広報・相談・制度

利用支援・後見人支援等の機能を一体的に担う体制を整備します。 

・地域ケア会議等既存の仕組みを活用し、権利擁護支援が必要な人

の発見・対応について関係機関の連携を強化します。 

・専門職団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）との連携を

深め、専門的な支援体制の充実を図ります。 
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■社協が取り組むこと 

№ 取組 

23 

権利擁護に関する相談支援の充実 

・判断能力に不安のある人の日常的な金銭管理の支援や相談を受け、不安の解消に努め

ます。 

・制度の紹介や適切な判断による申立支援など、当事者の意思決定支援を重視した利用

促進を町と協働で取り組みます。 

24 

日常生活自立支援事業の実施 

・生活を送る上で十分な自己決定や意思表示が困難な人が、地域で安心して生活ができ

るように、様々な地域資源を活用しつつ、地域包括支援センターや居宅介護支援事業

所などの専門支援機関や行政などと連携しながら、専門員による相談支援、生活支援

員による定期訪問支援などを行います。 

 

■町民が取り組むこと 

・成年後見制度など、権利擁護の仕組みについて理解を深めましょう。 

・虐待を発見した場合や虐待の疑いがあると気付いたときに、速やかに通報しましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

権利擁護に関する情報発信数（広報誌・ＳＮＳ）
（成年後見、虐待防止、障害者理解、認知症啓発）
【町】 

   

高齢者・障害者の権利擁護に関する相談件数【町】    

市民後見人の人数【町】    

中核機関が実施する地域連携ネットワーク会議
の出席数【町】 

   

日常生活自立支援事業契約件数【社協】    
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（４）犯罪や非行をした人の社会復帰への支援の推進【再犯防止推進計画】 

［現状・課題］ 

● 平成 28 年（2016 年）12 月に「再犯の防止等の推進に関する法律」が公布・施行され、都

道府県及び市町村は、再犯の防止等に関し、国との適切な役割分担を踏まえ、その地域に応じ

た施策の推進に関する計画を策定し、実施する責務を有することが明記されました。 

● 国においては、平成 29 年（2017 年）12 月に「再犯防止推進計画」が、令和５年（2023

年）３月に「第二次再犯防止推進計画」が策定され、愛知県においても令和３年（2021 年）

３月に「愛知県再犯防止推進計画」が策定されました。 

● 町民アンケートによると、再犯防止推進法について名前も内容も知らない人の割合が約７割

となっています。また、犯罪をした人等の立ち直りについて、協力したいと思う人の割合が約

１割、思わない人の割合が約５割、わからない人の割合が約３割となっています。 

● 犯罪や非行をした人等の中には、様々な生きづらさにより立ち直りに多くの困難を抱える人

が少なくないことから、社会復帰後に地域社会で孤立しないような取組を推進していく必要

があります。 

■再犯防止推進法の認知度（町民）            ■犯罪をした人等の立ち直りに協力したいと思うか 

                             （町民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

36 

再犯防止に関する広報・啓発 

福祉課 

・犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解

を深め、それぞれの立場において力を合わせ、安全で明るい地域社

会を築くための「社会を明るくする運動」の更なる広報・周知を行

います。 

・愛知県や民間団体等と連携し、薬物依存症問題に対応するための

各種取組を進めます。また、薬物事犯者が再び薬物に手を出すこと

がないよう、薬物乱用防止に関する啓発活動を行います。 

 

 

名前も内容も

知っている

1.3%

名前は聞いたことがあるが、

内容はよく知らない

23.9%

名前も内容も

知らない

69.0%

不明・無回答

5.8%

n=816

思う

2.1% どちらかと

いえば思う

10.3%

どちらかと

いえば

思わない

27.0%
思わない

23.9%

わからない

34.9%

不明・無回答

1.8%

n=816
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№ 取組 関係課 

37 

生活基盤の安定に向けた支援 

福祉課 

・関係機関等との連携のもと、犯罪をした人等の就労や住居を確保

するための支援を行い、社会復帰を目指すと共に再犯防止に繋げ

ます。 

・犯罪をした人等のうち、高齢や障がいがあるなどの複合的な要因

により自立した生活を営むことが困難になっている人等につい

て、必要な保健医療・福祉サービスが速やかに提供されるように関

係機関との連携を図ります。 

38 

民間協力者等の活動支援 

福祉課 
・更生保護に携わる保護司会、更生保護女性会等の各種団体の活動

を支援します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

25 

再犯防止に関する広報・啓発 

・保護司会や更生保護活動に取り組むボランティアなどの周知や広報に協力し、活動へ

の理解を促進します。 

26 
民間協力者等の活動支援 

・更生保護に携わる保護司会と更生保護女性会への活動助成を継続します。 

 

■町民が取り組むこと 

・再犯防止や社会復帰の取組について、正しく理解を深めましょう。 

 ・社会復帰を目指す人が地域で安心して生活できるよう、温かく見守る姿勢を持ちましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

更生保護に関する情報発信数（広報誌・ＳＮＳ）
（社会を明るくする運動の実施）【町】 

   

保護司の充足率【町】    

再犯防止に関する活動の周知回数【社協】    
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（５）生きることを支え合う地域づくり【自殺対策推進計画】 

［現状・課題］ 

● 近年、全国の自殺者数は、年間２万人を超える水準で推移しているものの、減少傾向にありま

したが、コロナ禍で女性は２年連続の増加、小中高生は過去最多の水準になるなど、今後対応

すべき新たな課題が顕在化しました。 

● 令和４年（2022 年）10 月に閣議決定された「第４次自殺対策総合大綱」では、これまでに

引き続き、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、「生きることの促進要因」を増

やすことを通じ、社会全体の自殺リスクを低下させる方向が示されると共に、新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進が新たな基本認識として追加されました。 

● 令和７年（2025 年）６月には、子どもや若者の自殺が深刻な状況にあることを背景に「自

殺対策基本法」が一部改正され、子どもの自殺対策を社会全体で取り組むことが基本理念に

新たに明記されました。 

● 本町の平成 30 年（2019 年）から令和５年（2023 年）の性別・年代別の自殺割合をみる

と、男性で 40 歳代、女性で 70 歳代及び 80 歳以上がそれぞれ高くなっています。 

● 自殺死亡の要因は様々であり、不安や悩みの深刻化を防ぐため、家族や地域等の見守り、相談

支援や居場所の提供、複合的課題に対応するための関係機関とのネットワークづくり等の取

組が求められます。 

 

［主な取組］ 

■町が取り組むこと 

№ 取組 関係課 

39 

自殺対策・こころの健康に関する周知・啓発 

福祉課 

成人保健推進室 

学校教育課 

自殺予防週間や自殺対策強化月間等に合わせて、広報、ホームペー

ジ、SNS、ポスター等を活用し、こころの健康や相談先について

の情報発信を行います。 

健康づくり講座や地域の集まりの場などを活用し、日常的にここ

ろの健康への関心を高める機会を提供します。 

・学校と連携し、児童・生徒に対する SOS の出し方教育やストレス

対処法、いのちの大切さについての学習機会を提供し、子どもが困

った時に適切に助けを求められる力を育みます。 

40 

生きることを支える人材の育成 

福祉課 

成人保健推進室 

学校教育課 

ゲートキーパーの養成講座を開催し、地域で支え合う体制を広げ

ます。 

町職員や教職員、地域の支援者等を対象に、メンタルヘルスや自殺

予防に関する研修を実施し、対応力の向上を図ります。 
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№ 取組 関係課 

41 

生きることの促進要因への支援 

福祉課 
就労支援や居場所づくりなど、生きがいや役割を実感できる環境

を整え、孤立や経済的困窮といった背景への支援を進めます。 

生活困窮者やひきこもり状態にある人への支援を通じて、安心し

て暮らせる基盤をつくります。 

42 

地域におけるネットワークの強化 

福祉課 

成人保健推進室 

・医療・保健・福祉・教育などの関係機関による連携体制を強化し、

情報共有や連絡調整の仕組みを整備します。 

・保健所が開催する自殺対策ネットワーク会議に参加し、関係機関

との連携の強化を図ります。 

・自殺未遂者やその家族、自死遺族に対して、相談窓口や当事者団体

などへ確実に繋ぐための連携を強化すると共に、安心して気持ち

を分かち合える交流の場や専門的なケアを提供することで、ここ

ろの回復を支援します。 

 

■社協が取り組むこと 

№ 取組 

27 

地域におけるネットワークの強化 

・ＣＳＷが地域に積極的に出向き、地域住民の様々な気がかりを把握し、対象者が地域

で孤立しないように交流できる機会の創出に努めます。 

 

■町民が取り組むこと 

・自殺予防やこころの健康に関する正しく理解を深めましょう。 

・自分だけで悩みや不安を抱え込まず、必要に応じて相談窓口や専門機関に相談しましょう。 

・地域の見守り活動や交流の場に関心を持ち、参加や協力を通じて支え合いの輪を広げましょう。 

 

［実施指標］ 

項目 
現状値 目標値 

令和６(2024)年度 令和10(2028)年度 令和13(2031)年度 

自殺死亡率【町】    

自殺予防・こころの健康に関する情報発信数（広
報誌・ＳＮＳ）【町】 

   

ゲートキーパー養成講座研修受講者数【町】    

地域会議の開催数【社協】    
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第５章 

計画の推進 
 

  
⑤第５章について 
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１ 計画の推進体制 

（１）計画の周知 

本計画の目的である「地域共生社会」をはじめ、計画の内容を広く町民に共有し、本町の地域

福祉の推進と、町民の活動への一層の参画を促すため、様々な機会を通じて計画の周知に努めま

す。 

 

（２）協働による計画の推進 

住みなれた地域で支え合い、助け合える社会を実現するためには、町や社会福祉協議会の取組

だけでなく、町民や関係機関との協働が不可欠です。民生委員・児童委員、自治会、地域活動団

体、サービス事業者、企業等の地域福祉を担う多様な主体との連携強化を図り、本計画を推進し

ます。 

 

（３）庁内横断的な連携による推進 

本計画は、障がい、高齢、子ども・子育て等の福祉の分野別計画と密接に関連すると共に、ま

ちづくりや防災、安全・安心の取組など、幅広い分野との関わりがあります。そのため、庁内の

様々な関係部局と連携し、分野の枠を超えた横断的な施策展開により、本計画を総合的に推進し

ます。 

特に、本計画に位置付けた分野横断施策については、「地域福祉推進プロジェクトチーム会議」

を開催し、定期的に課題や取組状況を共有しながら、必要に応じて新たな取組や事業化の検討を

進めます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

本計画を実効性のあるものとするためには、施策

の進捗状況を適切に点検・評価することが重要です。

本計画に掲げた施策について、毎年度、町と社協に

おいて取組状況を把握し、進捗を取りまとめた上

で、「東郷町地域福祉グランドデザイン推進委員会」

において評価を行い、その結果を次年度以降の事業

に反映します。 

また、本計画は進行管理を行うために、実施目標

と成果指標を設定しています。実施目標は、毎年度、

進行管理を行い、「東郷町地域福祉グランドデザイ

ン推進委員会」において評価を行います。成果指標

は、アンケート調査結果を基に設定しているため、

次期計画策定前（令和 13（2031）年度）に行う

アンケート調査により、その達成状況を評価します。  

計画(Plan) 

本町の現状や福祉

ニーズ、国の動向

等を踏まえ、計画

を策定する。 

実行(Do) 

計画に沿って取組

を実施すると共

に、各取組の進行

管理を行う。 

評価(Check) 

「東郷町地域福祉

グランドデザイン

推進委員会」やア

ンケート調査によ

り評価を行う。 

改善(Act) 

評価や検証内容を

生かし、必要な改

善点を洗い出す。 



61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
 

 


